
一
頁

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
案
要
綱

第
一

総
則

一

名
称

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
関
係
）

二

管
理
運
用
法
人
の
目
的

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
以
下
「
管
理
運
用
法
人
」
と
い
う
。
）
は
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
寄
託
さ
れ

た
積
立
金
（
以
下
「
年
金
積
立
金
」
と
い
う
。
）
の
管
理
及
び
運
用
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
収
益
を
国
庫
に
納
付
す
る

こ
と
に
よ
り
、
厚
生
年
金
保
険
事
業
及
び
国
民
年
金
事
業
の
運
営
の
安
定
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。
（
第
三

条
関
係
）

三

資
本
金

管
理
運
用
法
人
の
資
本
金
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
（
第
五
条
関
係
）

第
二

役
員
及
び
職
員

一

管
理
運
用
法
人
に
、
役
員
と
し
て
、
そ
の
長
で
あ
る
理
事
長
及
び
監
事
二
人
を
置
く
と
と
も
に
、
理
事
一
人
を
置
く
こ



二
頁

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
関
係
）

二

理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
、
役
員
の
任
期
並
び
に
役
員
の
欠
格
条
項
の
特
例
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で
関
係
）

三

管
理
運
用
法
人
の
役
員
及
び
職
員
は
、
年
金
積
立
金
が
厚
生
年
金
保
険
及
び
国
民
年
金
の
被
保
険
者
か
ら
徴
収
さ
れ
た

保
険
料
の
一
部
で
あ
り
、
か
つ
、
将
来
の
給
付
の
貴
重
な
財
源
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
特
に
留
意
し
、
慎
重
か
つ
細

心
の
注
意
を
払
い
、
全
力
を
挙
げ
て
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
一
条
第
一
項

関
係
）

四

理
事
長
及
び
理
事
は
、
第
四
の
一
の
１
の
管
理
運
用
法
人
の
業
務
（
以
下
「
管
理
運
用
業
務
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る

職
務
の
執
行
に
際
し
て
は
、
慎
重
な
専
門
家
の
注
意
を
払
う
と
と
も
に
、
こ
の
法
律
そ
の
他
の
規
則
を
遵
守
し
、
管
理
運

用
法
人
の
た
め
忠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項

関
係
）

五

理
事
長
及
び
理
事
は
、
自
己
又
は
管
理
運
用
法
人
以
外
の
第
三
者
の
利
益
を
図
る
目
的
を
も
っ
て
、
特
別
の
利
益
の
提

供
を
受
け
、
又
は
受
け
る
た
め
に
、
年
金
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
契
約
を
管
理
運
用
法
人
に
締
結
さ
せ
る
こ



三
頁

と
等
の
行
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
関
係
）

六

管
理
運
用
法
人
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
は
、
管
理
運
用
業
務
に
係
る
職
務
に
関
し
て
知

る
こ
と
が
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
三
条
関
係
）

第
三

運
用
委
員
会

一

管
理
運
用
法
人
に
運
用
委
員
会
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
五
条
第
一
項
関
係
）

二

業
務
方
法
書
及
び
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
期
計
画
（
以
下
「
中
期
計
画
」
と
い
う
。

）
の
作
成
又
は
変
更
に
当
た
っ
て
は
、
運
用
委
員
会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
運
用
委
員

会
の
権
限
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
（
第
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
関
係
）

三

第
二
の
二
、
三
及
び
六
と
同
様
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
（
第
十
七
条
関
係
）

第
四

業
務
等

一

業
務
の
範
囲

管
理
運
用
法
人
は
、
第
一
の
二
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
八
条
関
係
）

１

年
金
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
を
行
う
こ
と
。



四
頁

２

１
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

二

中
期
計
画
の
記
載
事
項

１

管
理
運
用
法
人
は
、
中
期
計
画
に
、
年
金
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
の
基
本
的
な
方
針
、
年
金
積
立
金
の
管
理
及
び

運
用
に
お
け
る
長
期
的
な
観
点
か
ら
の
資
産
の
構
成
に
関
す
る
事
項
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
条
第

一
項
関
係
）

２

管
理
運
用
法
人
は
、
１
の
事
項
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
年
金
積
立
金
の
運
用
が
市
場
そ
の
他
の
民
間
活
動
に
与

え
る
影
響
等
に
留
意
し
つ
つ
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
七
十
九
条
の
二
及
び
国
民
年
金
法
第
七
十
五
条
の
目
的
に
適
合
す

る
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
）

三

積
立
金
の
管
理
及
び
運
用

１

厚
生
年
金
保
険
法
第
七
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
寄
託
さ
れ
た
積
立
金
（
以
下
「
厚
生
年
金
積
立
金
」

と
い
う
。
）
及
び
国
民
年
金
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
寄
託
さ
れ
た
積
立
金
（
以
下
「
国
民
年
金
積
立

金
」
と
い
う
。
）
の
運
用
は
、
有
価
証
券
の
売
買
、
信
託
会
社
へ
の
信
託
、
投
資
顧
問
業
者
と
の
投
資
一
任
契
約
等
の

方
法
に
よ
り
安
全
か
つ
効
率
的
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
一
条
第
一
項
関
係
）



五
頁

２

管
理
運
用
法
人
は
、
厚
生
年
金
積
立
金
及
び
国
民
年
金
積
立
金
を
合
同
し
て
管
理
及
び
運
用
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
一
条
第
二
項
関
係
）

四

年
金
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
契
約

管
理
運
用
法
人
は
、
年
金
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
に
関
し
て
、
信
託
等
の
契
約
を
締
結
す
る
と
き
は
、
当
該
契
約
に

お
い
て
、
当
該
契
約
の
相
手
方
が
慎
重
な
専
門
家
の
注
意
を
払
う
と
と
も
に
、
法
令
及
び
契
約
等
を
遵
守
し
、
管
理
運
用

法
人
の
た
め
忠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
規
定
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
関
係
）

五

制
裁
規
程

１

管
理
運
用
法
人
は
、
業
務
の
開
始
の
際
、
制
裁
規
程
を
作
成
し
、
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
公
表
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十

三
条
第
一
項
関
係
）

２

１
の
制
裁
規
程
に
お
い
て
は
、
管
理
運
用
法
人
の
役
員
、
委
員
及
び
職
員
（
以
下
「
役
員
等
」
と
い
う
。
）
が
、
こ

の
法
律
そ
の
他
の
規
則
に
違
反
し
、
又
は
管
理
運
用
法
人
の
役
員
等
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
を
し
た
と
き
は
、
当
該



六
頁

役
員
等
に
対
し
、
免
職
、
停
職
、
減
給
又
は
戒
告
の
処
分
そ
の
他
の
制
裁
を
課
す
る
旨
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
三
条
第
二
項
関
係
）

第
五

財
務
及
び
会
計

一

区
分
経
理

管
理
運
用
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
経
理
に
つ
い
て
は
、
他
の
経
理
と
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
勘
定
を
設
け
て
整

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
四
条
第
一
項
関
係
）

１

厚
生
年
金
積
立
金
の
管
理
に
係
る
経
理

厚
生
年
金
勘
定

２

国
民
年
金
積
立
金
の
管
理
に
係
る
経
理

国
民
年
金
勘
定

３

厚
生
年
金
勘
定
及
び
国
民
年
金
勘
定
か
ら
受
け
入
れ
た
資
金
の
管
理
並
び
に
第
四
の
一
に
規
定
す
る
業
務
に
必
要
な

事
務
に
係
る
経
理

総
合
勘
定

二

利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等

１

管
理
運
用
法
人
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
合
勘
定
に
お
い
て
、
毎
事
業
年
度
、
損
益

計
算
に
お
い
て
利
益
又
は
損
失
を
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
厚
生
年
金
勘
定
及
び
国
民
年
金
勘
定
か



七
頁

ら
受
け
入
れ
た
資
金
の
額
を
基
準
と
し
て
按
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
勘
定
に
帰
属
さ
せ
、
又
は
こ
れ
ら
の
勘
定
か

あ
ん

ら
受
け
入
れ
た
資
金
を
減
額
し
て
整
理
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

２

管
理
運
用
法
人
は
、
厚
生
年
金
勘
定
又
は
国
民
年
金
勘
定
に
お
い
て
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
規
定
に
よ
り
整
理

さ
れ
た
積
立
金
の
額
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
余
の
額
を
翌

事
業
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
厚
生
保
険
特
別
会
計
年
金
勘
定
又
は
国
民
年
金
特
別
会
計
国
民
年
金
勘

定
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
五
条
第
四
項
関
係
）

第
六

業
務
の
概
況
の
公
表

管
理
運
用
法
人
は
、
各
事
業
年
度
の
決
算
完
結
後
遅
滞
な
く
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
年
金
積
立
金
の
資
産
の
額
及
び

そ
の
構
成
割
合
並
び
に
運
用
収
入
の
額
そ
の
他
の
事
項
を
記
載
し
た
業
務
概
況
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
六
条
関
係
）

第
七

雑
則

一

厚
生
労
働
大
臣
は
、
年
金
積
立
金
の
安
全
か
つ
効
率
的
な
運
用
を
行
う
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
管

理
運
用
法
人
に
対
し
、
管
理
運
用
業
務
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
管
理
運



八
頁

用
法
人
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
そ
の
求
め
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
七
条
関

係
）

二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
毎
年
度
年
金
積
立
金
の
運
用
が
年
金
財
政
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
検
証
し
、
厚
生
労
働
省
の
独

立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
評
価
に
資
す
る
よ
う
、
当
該
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
八
条
第
一
項
関
係
）

第
八

そ
の
他

そ
の
他
管
理
運
用
法
人
に
関
し
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
九

附
則

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

年
金
資
金
運
用
基
金
の
解
散
等

年
金
資
金
運
用
基
金
は
、
管
理
運
用
法
人
の
成
立
の
時
に
お
い
て
解
散
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
一
切
の
権
利
及
び
義
務

は
、
国
が
承
継
す
る
資
産
を
除
き
、
権
利
及
び
義
務
の
承
継
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
た
承
継
計
画
書
に
お
い
て
定
め



九
頁

る
と
こ
ろ
に
従
い
、
管
理
運
用
法
人
及
び
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
承
継
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
条
関
係
）

三

管
理
運
用
法
人
の
業
務
の
特
例
等

管
理
運
用
法
人
は
、
年
金
福
祉
事
業
団
の
解
散
及
び
業
務
の
承
継
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
年
金
福
祉
事
業
団
業
務

承
継
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
年
金
福
祉
事
業
団
法
（
以
下
「
旧
事
業
団
法
」
と
い
う
。

）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
借
入
金
（
旧
事
業
団
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
（
以
下

「
資
金
確
保
業
務
」
と
い
う
。
）
及
び
年
金
福
祉
事
業
団
業
務
承
継
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
年
金
財
政

基
盤
強
化
の
た
め
の
年
金
福
祉
事
業
団
の
業
務
の
特
例
及
び
国
庫
納
付
金
の
納
付
に
関
す
る
法
律
第
二
条
の
規
定
に
基
づ

く
業
務
（
以
下
「
基
盤
強
化
業
務
」
と
い
う
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
償
還
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
管
理
運
用

業
務
の
ほ
か
、
二
に
よ
り
承
継
し
た
資
金
確
保
業
務
及
び
基
盤
強
化
業
務
に
係
る
資
金
の
管
理
及
び
運
用
を
行
う
も
の
と

す
る
こ
と
。
（
附
則
第
八
条
関
係
）

四

機
構
の
業
務
の
特
例
等

機
構
は
、
年
金
福
祉
事
業
団
業
務
承
継
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
債
権
の
回
収
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
当
該



一
〇
頁

債
権
の
管
理
及
び
回
収
を
行
う
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
別
に
法
律
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を

受
け
て
、
国
民
生
活
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
か
ら
小
口
の
教
育
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
厚

生
年
金
保
険
又
は
国
民
年
金
の
被
保
険
者
で
一
定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
に
対
し
て
、
そ
の
貸
付
け
を
受
け
る
こ

と
に
つ
い
て
国
民
生
活
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
へ
の
あ
っ
せ
ん
を
行
う
こ
と
を
そ
の
業
務
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
十
条
関
係
）

五

そ
の
他

そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す

る
こ
と
。


